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新規利水に対する対策案検討の進め方について

1

第１２回今後の治水対策のあり方に関する有識者会議「参考資料４」の抜粋

今回の説明内容

２～５案に抽出した対策案に対し、上
記※３のとおり関係河川使用者（利水
者）や関係自治体から意見をいただく



対策案（利水及び流水の正常な機能の維持）に対する意見聴取
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対策案（利水及び流水の正常な機能の維持）の意見聴取をお願いする機関

３

「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議 中間とりまとめ」に基づき、以下の利
水参画者、関係河川使用者（水利用に関して河川に権利を有する者又は許可を受けた
者）や関係地方公共団体として以下の機関を抽出しました。

【１．利水参画者】

・大分市（水道）

【２．対策案に関係する主な河川使用者】

・大分県（企業局）、大分市（水道）、別府市（水道）、由布市（水道）、九州電力（株）、

大分県土地改良事業団体連合会

【３．構成員及び対策案に関係する自治体】

・大分県、大分市、竹田市、豊後大野市、由布市、別府市、九重町、玖珠町


